
京都市告示第   号 

 子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第４８条の規定により、令和７年３月３１

日付けで確認を辞退した特定地域型保育事業所について、法第５３条第２号の規定により、

次のとおり告示します。 

  令和７年４月１日 

                            京都市長 松井 孝治   

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 
特定地域型保

育事業の種類 

本 田  敦 子 お ひ さ ま 乳 児 保 育 室 
西京区山田大吉見町 3-5 

レワード桂 101 

事業所内保育

事 業 所 Ａ 型 

学 校 法 人 

朱 雀 学 園 

アソカ幼稚園小規模保育 

う め こ う じ 
下京区朱雀裏畑町 33 

小 規 模 保 育 

事 業 所 Ａ 型 

学 校 法 人 

美 乃 里 学 園 

自 然 幼 稚 園 小 規 模 保 育 

こ み の り く ら ぶ 
右京区太秦東蜂岡町 5 

小 規 模 保 育 

事 業 所 Ａ 型 

武 田  優 美 上 桂 ひ ま わ り 保 育 園 西京区松尾鈴川町 87-14 
小 規 模 保 育 

事 業 所 Ａ 型 

                      （子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室） 

３８


